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総務環境常任委員会会議録 

 

１ 本委員会の開催日時は次のとおりである。 

   令和元年９月１７日（火）午前９時００分 

２ 本委員会の出席委員は次のとおりである。 

   委 員 長      松元   深 君   副委員長      宮内   博 君 

委  員      山田  龍治 君   委  員      久保  史睦 君 

委  員      川窪  幸治 君   委  員      阿多  己清 君 

委  員      前島  広紀 君   委  員      新橋   実 君 

委  員      下深迫 孝二 君    

３ 本委員会の欠席委員は次のとおりである。 

   な  し 

４ 委員外議員の出席は次のとおりである。 

議  員      宮田  竜二 君 議  員   木野田  誠 君 

議  員      植山  利博 君 

５ 本委員会に出席した説明員は次のとおりである。 

   総務部長      新町   貴 君   総務部参事兼総務課長 本村  成明 君 

   総務課主幹     石神  幸裕 君   総務課人事研修ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任主事 中島  佐紀 君 

   総務部参事兼財政課長 小倉  正実 君 財政課主幹     村岡  新一 君 

企画部長      有馬  博明 君 企画部参事兼地域政策課長 出口  竜也 君 

地域政策課中山間地域活性化グループ主任主事 藤田  友成 君 市民環境部長    橋口  洋平 君  

   清掃センター整備対策監兼市民活動推進課長 池田  宏幸 君 市民活動推進課市民環境政策ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 山口 留美子 君 

市民活動推進課市民環境政策ｸﾞﾙｰﾌﾟｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 原田   聡 君 スポーツ・文化振興課長 浮邉  文弘 君 

スポーツ・文化振興課主幹 上小園 拓也 君 消防局長      堀切   昇 君 

次長兼中央消防署長 喜聞  浩志 君 消防局次長兼総務課長 堀ノ内  剛 君  

警防課長      松元  達也 君 総務課課長補佐   神水流  崇 君 

警防課課長補佐   岩下   力 君 総務課主幹兼経理装備係長 堂平  幸司 君 

警防課救急救助係長 徳田  陽介 君   総務課装備係主査  清水 公一郎 君 

６ 本委員会の書記は次のとおりである。 

   書  記  森 伸太郎 君 

７ 本委員会の付託及び調査案件は次のとおりである。 

議案第54号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について 

議案第55号 霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議案第62号 霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

議案第64号 財産の取得について 

所管事務調査 新たな過疎対策法の制定に関する議会意見書の提出について 

８ 本委員会の概要は次のとおりである。 

「開 会  午前 ９時００分」 

○委員長（松元 深君） 

  ただいまから，総務環境常任委員会を開会いたします。本日は，去る６月18日の本会議で当委員

会に付託されました議案４件についての審査を行います。あわせて，所管事務調査についても行い

ます。ここで委員の皆様方にお諮りいたします。本日の会議は，お手元に配付しました次第書に基

づき進めたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

［「はい」と言う声あり］ 
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それでは，そのようにさせていただきます。 

 

   △ 議案第64号 財産の取得について 

     

○委員長（松元 深君） 

まず，議案第64号，財産の取得について審査します。執行部の説明を求めます。 

○消防局長（堀切 昇君） 

議案第64号，財産の取得について御説明申し上げます。議案第64号は，霧島市消防局中央署に配

備しております高規格救急自動車を更新するため，地方自治法第96条第１項第８号及び霧島市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき，議会の議決を

求めるものでございます。内容につきましては，指名競争入札により，高規格救急自動車１台を霧

島市隼人町真孝37番１号，鹿児島トヨタ自動車株式会社隼人店店長，北園正人から2,937万円で取得

しようとするものであります。以上説明いたしましたが，よろしく御審査賜りますようお願い申し

上げます。 

○委員長（松元 深君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これより執行部に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○委員（山田龍治君） 

  前回の定例会でも財産取得の件で３台の車を取得されたということであります。今回も高規格救

急自動車１台ということで，同じタイミングではなかった理由は何でしょうか。 

○消防局総務課主幹（堂平幸司君） 

  中央署の高規格救急自動車につきましては，平成29年度に国庫補助事業なんですが，防衛施設周

辺総合整備事業を要望いたしておりまして，今年，採択されれば，その補助事業でする予定だった

んですけれど，採択されませんでした。採択されれば４月，５月に内示がありまして，それを受け

て申請，それから補助金決定という流れで，今の時期になる予定であったんですけれど，採択され

なかった関係で今になりました。 

○委員（新橋 実君） 

  積算価格と落札率と高規格救急自動車が全体で何台になるのかお示しください。 

○消防局総務課主幹（堂平幸司君） 

  落札率は97.9％です。台数は霧島市全部で８台になります。 

○委員（阿多己清君） 

  日産のほうも指名をされているようなんですが，今回は辞退と。今，日産車の高規格救急自動車

はあるんですか。 

○消防局総務課主幹（堂平幸司君） 

  現在，日産車につきましては中央署，隼人，横川，霧島に１台ずつの４台ございます。 

○委員（前島広紀君） 

  落札が2,670万円で消費税が267万円ということなんですけれども，これは10月の納車ということ

で10％ということですか。 

○消防局総務課主幹（堂平幸司君） 

  来年２月の納車ということで10％で契約いたしております。 

○委員（山田龍治君） 

  車体価格とそれ以外の附属のものを一括しての金額だと思うんですけれど，参考までに分けての

金額を教えてください。 

○消防局総務課主幹（堂平幸司君） 

  概算になりますが，車体価格が1,900万円程度，残りが資機材となっております。 
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○委員長（松元 深君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，これで執行部に対する質疑を終わります。しばらく休憩します。 

「休 憩  午前 ９時０２分」 

「再 開  午前 ９時０５分」 

 

△ 議案第54号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について 

△ 議案第62号 霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 

○委員長（松元 深君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に，議案第54号，地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について及び議案第62号霧島市会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について審査します。執行部の説明を求めます。  

○総務部長（新町 貴君） 

議案第54号，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について及び議案第62号，霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の制定については，来年度からその運用を開始しようとする会計年度任用職員制度に関する議

案になります。私のほうからは，本案を提案するに至りました背景等について説明します。地方公

務員の臨時，非常勤職員は，全国ではその総数が約64万人と増加の一途をたどり，教育，子育てな

ど様々な分野で活用され，地方行政の重要な担い手になっています。そのような中で，この臨時，

非常勤職員の取扱いについては，地方公共団体ごとにその任用基準等が区々であったことから，今

般，新たに会計年度任用職員という統一的な取扱基準を設けようとするものです。加えて，国の方

で同一賃金同一労働のガイドラインが示されるなど，臨時職員等の待遇改善も長年の課題であった

ことから，地方自治法を改正し，期末手当の支給ができるようにすることも大きな改正点となって

います。それぞれの条例案の詳細につきましては，本村参事が説明しますので，審査をよろしくお

願いいたします。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

まず，議案第54号，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について説明します。新旧対照表１ページをご覧ください。第１条の霧島

市職員定数条例の一部改正については，臨時的任用のうち，臨時の職に関するときは１年以内に廃

止されることが予想されているときであり，定数外とするが，緊急のときは定数条例の対象となる

ため，限定要件を新たに加えようとするものです。次に第２条，第３条はともに条文中に上位法を

引用しており，当該法律の条項の改正に伴い，第22条第１項を第22条に改めようとするものです。

２ページをご覧ください。第４条は，会計年度任用職員の分限休職の期間の上限を１年以内とする

ため，新たに規定しようとするものです。第５条は，これまで給料月額の十分の一以下を減ずると

いう規定しかなかったため，パートタイム会計年度任用職員の場合は，報酬の同率を減ずるという

ことを区加えたものです。３ページをご覧ください。第６条は，条文中のこれまでの非常勤職員と

いう呼称を，会計年度任用職員へ改めようとするものです。第７条は，会計年度任用職員が一定の

条件を満たす場合，新たに育児休業や部分休業が適用されることから，それぞれ該当部分に関係条

項を加え，又は改めようとするものです。８ページをご覧ください。第８条は，まず，第１条につ

いては地方自治法の改正に伴い引用条項を改めようとするものです。そのほか，別表をめくってい

ただいて10ページの選挙事務従事者，開票事務従事者，高等学校講師，家庭児童相談員，国際交流

員，英語指導助手，人権啓発センター館長が非常勤職員でなくなるため，本表から削除しようとす
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るものです。11ページをご覧ください。第９条は，給与条例に会計年度任用職員の給与について別

の条例を新たに制定して別途定めることを規定しようとするものです。第10条は，技能労務職員の

給与等条例に，同じく会計年度任用職員の給与の種類を規定するとともに，その基準について会計

年度任用職員の給与等条例に準じることを規定しようとするものです。第11条は，旅費支給の対象

者にフルタイム会計年度任用職員を新たに加えようとするものです。なお，パートタイムについて

は，これから説明します会計年度任用職員の条例に出てまいります。12ページをご覧ください。第

12条は，交通安全専門指導員の職について，非常勤の特別職から会計年度任用職員へ改めようとす

るものです。第13条は，企業職員の給与等条例の非常勤職員という呼称を会計年度任用職員へ改め

ようとするものです。また，第２項にはその基準について会計年度任用職員の給与等条例に準じる

ことを規定しようとするものです。13ページをご覧ください。最後に第14条は，フルタイム会計年

度任用職員が「人事行政の運営等の状況の公表」に関する対象となったため，所要の改正を行おう

とするものです。続きまして，議案第62号「霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の制定について」説明します。議案の18ページをご覧ください。まず，第１条では本条例制定

の根拠となる上位法と，制定の趣旨を規定しています。地方公務員法第24条第５項等に，職員の給

与は条例で定めなければならない旨が規定されていますことから，この条例を制定するものであり

ます。第２条では，フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の定義について，

それぞれ地方公務員法の条項を整理しています。すなわち，フルタイムは常勤職員と勤務時間が同

一である者。よって，それ以外の常勤職員より１時間でも勤務時間が短ければパートタイムとなり

ます。第３条では，フルタイム及びパートタイム，それぞれ支払う給与等の種類を規定しているほ

か，口座振替の方法により支払うことも可能であることなどを規定しています。次条から第17条ま

では，フルタイムの会計年度任用職員に関する規定になります。第４条では，フルタイムの給料は，

給与条例に定める行一表を準用することを規定しています。第５条では，同じく職務の級について

給与条例に準じること，等級別職務基準表に基づき１級，２級に区分することを規定しています。

第６条では，規則に定める基準に基づいて号給を決定することを規定しています。第７条では，給

料支給方法として，給料の支給日を規定しています。第８条では，職員と同じ基準で通勤手当を支

給することを規定しています。第９条から第13条までは，特殊勤務手当，時間外勤務手当，休日給，

夜間勤務手当，宿日直手当について，それぞれフルタイム会計年度職員にも準用することを規定し

ています。第14条では，時間外勤務手当を算出する際の端数処理の方法について規定しています。

第15条では，期末手当の支給要件等について規定しています。第１項で任期の月数を規定し，第２

項，第３項では１会計年度内で複数の任用があった場合，及び会計年度をまたぐ場合の期間の通算

方法について規定しています。第16条では，各種手当の計算基礎となる１時間当たりの給与額の具

体的な計算方法を規定しています。第17条では，欠勤又は無給の特別休暇を取得した場合，給与を

減額することを規定しています。次条から第28条までは，パートタイム会計年度任用職員に関する

規定になります。第18条では，パートタイムの場合給与ではなく報酬となることと，月額，日額，

時間額の３種類があることを規定しています。かつ，適用する給料表についてはフルタイムと同じ

であることも第２項で規定しています。第19条から第23条までは，フルタイムのところで説明した

内容と同じです。表現が何々に係る報酬という表現になっています。また，第24条，第27条，第28

条は，フルタイムとほぼ同一の趣旨からなる規定ですので説明を割愛します。第25条では，期末手

当の支給要件等について規定しています。フルタイムとの違いとして，パートタイムは常勤職員よ

り勤務時間の短い職員がいますので，その基準を本条では「著しく短い者」とし，詳細は規則で定

めることを規定しています。第26条では，報酬の支給日と，月額，日額，時間額それぞれの支給方

法等を具体的に規定しています。第29条では，パートタイム会計年度任用職員について，通勤に係

る費用弁償を支給できることを規定しています。第２項には，その額や支給日を規則で定めること

を規定しています。第30条では，同じく公務のために旅行する場合，その旅行に係る費用弁償を支

給することを規定しています。第31条では，給与からの各種控除について，会計年度任用職員も給
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与条例に準じることを規定しています。第32条では，特に必要と認める場合は給与について別に定

めることができることを規定しており，具体的にはＣＩＲ及びＡＬＴが該当します。第33条では，

会計年度任用職員も分限処分により休職することも考えられることから，その期間中は給与が支給

されないことを規定しています。最後に第34条に規則への委任規定を設けました。以上で説明を終

わります。 

○委員長（松元 深君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。ただいま会計年度任用職員制度の概要が配られましたが，

これについて説明を求めたいと思います。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

２ページの３，本市の会計年度任用職員制度についてというところに主な変更点をお示ししてお

りますので，そこを説明させていただきます。２ページの３，本市の会計年度任用職員制度につい

てをご覧ください。まず，一番申し上げたいのは，特に賃金の額についてですけれども，基本的に

現行制度を維持した上で，法改正の趣旨に基づき，さらに勤務条件の拡充を行っているということ

を御認識いただきたいと思います。主な変更点の１番目です。給料，報酬は常勤職員の給料表を適

用します。会計年度任用職員制度を設けるからといって，新たに給料表を別途作るのではなく，先

ほど説明で申し上げましたけれども，私どもが行１表と呼んでおります給料表を使いますよという

ことです。括弧書きの中には，今それぞれ貰っていらっしゃいます賃金額がございます。名称は変

わりますが，その額については皆さん現給を保障しますということです。現給保障で格付けを致し

ます。さらに職員と同じ給料表を使うことによりまして，人事院勧告により給料表等が改正された

場合には，遡及して全ての方の給料等にも反映しますということです。支給予定としております。

それから一番大きな点ですけれども，期末手当を支給するということでございます。支給率につい

ては期末手当の常勤職員と同じ率を用います。それからもう一つの柱は，これまで一部の人に限ら

れていました通勤手当，これを括弧書きの中の常勤職員の自動車その他の交通の用具に準じて支給

します。これまでは10㎞以上の一部の方でしたけれども，２㎞以上ということになり，支給対象者

ははるかに拡大を致します。それから四つ目になります。再度の任用時，新たな職に再度任用をす

ることもできます。本市はそれを適用いたしますけれども，その際には経験年数を報酬等に上乗せ

して格付けを致します。この制度が適用できるのは上限２回までとしております。それから，技能

労務職，企業職，これは技能労務職でありましたら学校主事の方とか，企業職は上下水道の臨時職

員の方とか，そういう方々になりますが，支出科目が賃金から給料へ変わる方もおります。おおむ

ねは賃金から報酬へ変わります。今回の自治法の施行規則の改正で，賃金という項目はなくなる予

定になっております。それから定年制を廃止いたします。これまでは60歳定年ということを掲げて

おりましたけれども，上位法の改正によりまして定年制を廃止いたします。それから次の項目です

が，パートタイム会計年度任用職員につきましては，兼業も可能であります。職務専念義務や信用

失墜行為に支障のない範囲であれば，届出をしていただいて制限はしないということになります。

それから休暇等が拡充されます。国の非常勤職員に準じて特別休暇等が拡充され，さらに要件に該

当すれば育児休業も取得することができます。主な変更点は以上でございます。 

○委員長（松元 深君） 

できましたら，議案と一緒に配布していただくと有り難かったです。質疑はありませんか。 

○委員（山田龍治君） 

この概要が令和元年８月28日と日付が書いてありますので，この日付があるのであれば，委員会

審査前にあらかじめ委員の方々に配付すると，重要点や主な変更点といったものを見ることができ,

この差がはっきり分かるので，ぜひ前もって出していただければと思います。それでは質問に入り

ます。フルタイムの会計年度任用職員とパートタイムの会年度任用職員の数，それぞれ教えていた

だければと思います。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 
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平成31年４月１日現在の臨時職員が695名おりますけれども，そのまま推移するのであれば，パー

トタイムが688名，フルタイムが７名でございます。ただ，臨時職員は日々，増減がございますので，

一応，４月１日現在で推定した数になります。 

○委員（阿多己清君） 

 今，688人と７人ということであるんですが，対象となる職員というのは非正規職員全員というこ

とで理解していいですか。あと，非常勤職員の部分はまた別の条例がありますので，それでカバー

する。あと残りの一般に言う臨時職員が全て対象になるということでいいのでしょうか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

今回の地公法の改正によりまして，この会計年度任用職員以外は，いわゆる臨時非常勤はいなく

なるということになりますので，ここの適用職員のみになります。 

○委員（阿多己清君） 

現在，一般に言う嘱託職員それから日額臨時職員，こういう事務補佐員的な方々だろうと思うん

ですけれども，この他にパートタイマー，時給で働いておられる方も現状もいるということでいい

ですか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

現状，時間給の臨時職員も存在しております。 

○委員（阿多己清君） 

給料表なんですけれども，第３条で規定されておりますが，給料表の別表を準用するよと。行政

職１表の１級，２級を適用するということなんですが，それぞれ688人，現在，日額で対応されてい

らっしゃる事務補佐員も，この格付にはめていくということで理解していいですか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

この行１表の月額を基に，日額，時間給を算出しまして，その額を支給することとなります。給

料表に月額がございますので，それから日額と時間給を算出しまして額を出すことになります。 

○委員（阿多己清君） 

確認ですが，この格付は１級の２号給とかになるんでしょうけれども，現在，日額の人も給料月

額を日額に当てはめて，その号給を当てると。現在，日額で勤務されていらっしゃる方は，日額を

計算した上で，この月額にある号給をはめるということなんですか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

現在の制度が月額でありまして，それに対して日額もございます。時間給もそれぞれ設定してあ

りますので，その月額に対して新たに行１表の直近の所に当てはめまして，その額から日額を計算

する形になります。第18条で月額，日額，時間額を支給することとしており，その算出方法は規則

で定める予定でございます。 

○副委員長（宮内 博君） 

先ほどの答弁で，フルタイムの会計年度任用職員は７人であると。ほかの688人については，その

適用外だということでありますけれども，実際，月額で今働いていらっしゃる方が全体で何人いら

っしゃるのか。そして，その方たちの勤務の状況というのはフルタイムなのか，あるいはフルタイ

ムではないのか，その辺をお示しください。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

平成31年４月１日現在で，パートタイムの月額者329名，日額が234名，時間給で125名，計が688

名になります。あと，フルタイムの人数につきましては，月額が７名，日額と時間給はゼロでござ

います。計の695名になります。 

○副委員長（宮内 博君） 

ということは，月額給料で支払いをなさっていらっしゃる方たちについてもフルタイムではない

と。職員の勤務時間と同じような形で勤務をしているのは７人だと。こういう理解でよろしいです

か。 



7 

 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

フルタイム，パートタイムという概念は，この新法で出てくる考え方でございますけれども，今

働いていらっしゃる月額の方につきましても，この新法におけるフルタイム，パートタイムの区分

に照らし合わせますと，常勤の職員よりも勤務期間が短い方々であるということになります。年間

トータルで致しますと，常勤の職員よりも勤務日数等も短いですので，こういう方々についてはパ

ートタイムの適用になるというふうに区分をしているところであります。 

○副委員長（宮内 博君） 

今回，区分してそういう仕分けをしたと思いますけれども，例えば，保育士とか幼稚園教諭であ

るとか，そういう方たちは，実際に月額賃金で働いている方が26人，時間給で働いている方が８人

と報告がありますが，この26人というのは，保育の現場，幼稚園の現場では，ほかの保育士さん等

よりも勤務時間が短いという形で従事しているということになるんですか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

先ほども申し上げましたけれども，年間のトータルで言いますと，常勤の職員，常勤の保育士，

幼稚園教諭よりも勤務時間が短いですので，今度の新法の考え方は，フルタイムとパートタイムの

区分については，１時間でも短ければ全てパートタイムに区分するんですよということを国が示し

ておりますので，それに基づいているということであります。 

○副委員長（宮内 博君） 

確かにパートタイムとフルタイムの区分というのは，時間的な部分での違いというのを示してい

るわけです。実際，フルタイムの方たちの勤務時間は７時間45分ということになっているんです。

それよりも時間が短い形で働いている方は，全てパートタイムという形にしているんですけれど，

その方たちが，例えばフルタイムで働くということになった場合，加算的な給付がなされるという

ことになっていますか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

「なった場合」と言いますと，御本人が希望されているというようなことでしょうか。私どもと

致しましては，その職の年間を通じた業務の量で今の勤務時間を決めておりますので，今の区分で

言いますと，パートタイムに部類する方々がフルタイムになるということは想定しているところで

す。 

○副委員長（宮内 博君） 

これまでも保育士さんたちの身分保障ということについては，過去において，かなり議論してき

た経過があるんですけれど，ほとんどの方が保育士の資格を持っていらっしゃるが，非正規で働か

ざるを得ないと。正規職員の中には組み込まれていないという問題があったわけですね。それで，

今回，そういう方たち，いわゆる担ってこられた方たちが，正規職員として入ることができるとい

うような形での処遇がなされるような制度改正になっているのかという点についてはどうなんです

か。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

保育士のそういう人員不足も含めまして，これまで委員の皆様も御承知のとおり，私どもとしま

しては，できる限りの努力をしてきたつもりでおります。担任業務手当等の手当を新設するなど，

どうしても隣の姶良市との比較をされますので，賃金の額についても随時見直しをしてきながら，

精一杯の努力をしてきているところであります。ただいまの御質問でございますけれども，今回の

法改正による，正規雇用への道というものは特に設けられておりません。現段階で答弁できるとこ

ろで申し上げますと，今年度から社会人枠の採用試験も設けておりますので，そのような中で申込

みを頂いて，ほかの職員と一緒に公平な試験を受けていただいて入るという道は今後考えられるか

もしれません。今回の法改正による正規雇用への道というのはなかなか難しいところでございます。 

○副委員長（宮内 博君） 

正規雇用は今おっしゃったように，ちゃんと試験を受けて，その上で決定するということでしょ
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うけれど，少なくともフルタイムの職員として配置をされるのかということについてはどうなんで

すか。先ほどの報告では７人ということでありました。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

先ほども申し上げましたけれども，現段階でそれぞれの職場における業務の量等を勘案して，勤

務時間の常勤職員に比べて短いという事実を，これまで運用してきておりますので，そこについて

は何ら変わることはないということで移行する予定でおります。７人の中には保育士は入っていま

せん。 

○副委員長（宮内 博君） 

10月から保育料の無償化も始まるというようなことで，新しい取組が求められる現場にもなって

くるわけだけれども，26人が実際には月額の労働条件の中で働いているという状況にある中で，そ

の方たちの身分が保障されないということになるということは，どうなのかなというふうに思うん

です。会計年度任用職員制度の改正に当たって，付帯決議があり，その付帯決議の中には，公務の

運営は任期の定めのない常勤職員を中心とするということが原則というふうに当然うたわれている

わけです。非正規の人が担ってきた職が常勤職員と同様の職の場合には，常勤職員にしていくとい

うことが求められていると思うんですけれども，特にそういった形で小さな子供たちを育てる上で，

大変大事な役割を果たしているような現場で働いている方たちの保障をどうするのか。あるいは全

体の月額賃金で働いている方たちは336人ということでありますけれど，その方たちのほとんどが今

回，フルタイムの会計年度職員にも任用されないということになってしまうんですけれど，先ほど

の制度概要のところの部分で，ほとんどがパートタイム勤務ということになるというようなことで

ありますが，制度の改善がなされている事実はありますけれど，身分をいかに保障していくのかと

いうこととも合わせて，同時に常勤職員の皆さん方が担っている職場で欠かせない存在になってい

る方たちに，例えば地方公務員法等で明確に規定されている守秘義務でありますとか，その辺の規

定はどういうふうになっていくんだろうかと。先ほど説明の中で，そこのところがありませんでし

たので，その辺も含めて少し説明をお願いします。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

今回の会計年度任用職員は一般職に属します。現在も地方公務員法第22条を適用して，臨時的任

用として適用しておりますので，信用失墜行為，守秘義務，職務専念義務は発生しております。今

度の制度が開始されることによって，そこが変わることは基本的にはございません。なお，その信

用失墜行為等の禁止については，常勤職員と同じような適用を受けるものでございます。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

保育士についてのお尋ねでございますが，まず，本市の現在の保育現場といいますか，その辺に

つきましては，一方では委員の皆様も御承知のとおり，民営化等も導入しながら，正規の保育士と

いいましても，保育士の働く職場というのは年々，ポストといいますか，その辺が少なくなってい

っているという状況もございます。それから現在は特別臨時職員でございますけれども，責任の度

合い等につきましても，やはり正規の保育士がその園を統括する立場でいて，非正規であっても担

任業務を担ったりはしておりますが，あくまでも正規職員のほうが責任の度合いは重いということ

で，現在も職の配置等については配慮をしているところでございます。それから先ほどございまし

た身分保障の件でございますが，この会計年度任用職員制度は１年の任期ではございますけれども，

例えば保育の現場というのは民営化にならない限り，その職はあり続けますので，その職がある限

り，同一の者を再び任用することもできるということで,本市においては，人事評価による能力実証

を経て，回数も制限しないということで現在考えていますので，一定の身分保障というのは，私ど

もはできているというふうに考えているところです。 

○委員（阿多己清君） 

インターネットで資料を見ました。会計年度任用職員を新たに規定して，その採用方法と任用制

度を明確化するということでありますが，毎年度，毎年度，引き続きずっと雇用していくという位
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置付けは変わらないと。そうした場合に，２年間は昇給と言いましょうか，そういうことをするよ

ということでよろしいですか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

会計年度任用職員の採用につきましては，新たな職の設置や再度の任用を行う職員がいない場合

は，原則，公募の上，面接等の客観的な能力実証の方法による選考におきまして採用を行います。

なお，客観的な能力実証を行い，再度の任用する場合は，現行どおり公募を行わず，再度の任用を

行っております。これは，臨時，非常勤の安定を図る上で，以前から本市が実施していたものでご

ざいます。いわゆる昇給なんですけれども，会計年度任用職員は会計年度で終わる職でございます

ので，いわゆる無期限の職員と違いまして，１年度，１年度でその職が終わってまいります。です

ので，それを１年経過したから昇給という言い方ではなくて，新たにまた格付けをし直すというこ

とになります。その際に上限２回，会計年度任用職員として勤務された実績を経験年数として加味

して，２年目に格付けをすることになります。なお，その２回の根拠につきましては，国の非常勤

職員が再度の任用を上限２回としております。２回が済みますと，新たに募集を行うという制度を

取り入れておりますけれども，本市におきましては，能力評価が良ければ，引き続き再度の任用を

続けるということでしたので，上限２回を格付けに上乗せするというふうにしております。 

○委員（久保史睦君） 

頂いた資料の概要の３ページのまん中の任用という部分の再度の任用という部分で，新たな職に

改めて任用されたものとなるという位置付けでいきますよと。４ページには再任用した場合は上限

２回加算して格付けされますと書いてあります。これが，条例の中でもう少し明確化されるのかと

いう部分を考えると，ちょっと今の答弁では「ん」と思うところもあるんですけれど。当然，今回

拡充するという観点から考えれば，守秘義務のことなど，いろいろと書いてありますけれど，責任

が伴ってくると思うんです。キャリア，経験を考慮するとなれば，果たして，この１年間という短

期間の中で，その人の能力を本当に発揮させていけるような，採用する体制づくりができるのかと。

今までのキャリアを考えれば，最低でももう少しするような方向で，最初から考えていたほうがい

いのではないかなというのは，すごく感じるところなんですけれど。そこら辺，今の説明がちょっ

と理解できなかったので，もう少し詳しく説明していただけますか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

その格付けにおきましては，第４条，第５条，第６条に規定してございます。その中で第４条は

給料１表を使いますよと。第５条は，その級は１級，２級ですよと。第６条のほうに号級は規則で

定めるというふうにしておりますけれども，最初の１年目の格付けにつきましては，それぞれの職

で学歴等を考慮して，格付けを行いますので，例えば保育士であれば，１の７というふうに，それ

ぞれの職を考慮した初任給のベースがございます。それに加えて，本市でその職に任命されればそ

の１年分が加味されていくということになります。 

○委員（久保史睦君） 

私の伝え方が悪かったのか，よく分からないのですけれど。今のその考え方を聴くと，ほとんど

の職員がそのままになる可能性というのが高いのではないんですか。継続して２年目をやっていく

という流れになるという考え方のほうが強いような前提で取り組んでいくということですか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

前提といいますか，先ほどから申し上げておりますように，例えばＡさんという方が担っている

業務がございますと。その業務が来年度も必要かどうかということを，私どもは総務課と企画政策

課で毎年，事務量ヒアリングの実施しておりますけれども，それぞれの課における臨時の職員の必

要性について，まず検討いたします。それが，第一の関門になるということでございます。それか

ら久保委員がおっしゃいました，一年間でその人の能力が本当に実証できるのかということでござ

いますけれども,先ほどちょっと人事評価というふうに申し上げましたけれども，正確には現在やっ

ておりますのは臨時職員の勤務実績の評価に関する実施要領というものを定めまして，例えば５点，
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着眼点を設け，節度，使命感，接遇，仕事の把握，協調性，こういうものを評価して，その臨時職

員の勤務態度を所属長が総合的に評価をしておりますので，その１年間で十分に能力の実証ができ

て，その人が必要とされる職に付けるかどうかという判断はできるものと考えているところです。 

○委員（久保史睦君） 

制度自体を否定するとか，そういうことではないんですけれど，上限を２回加算して再任用で格

付けされるとなれば，例えば新たに再任用された方たちからの格付という部分に関して，不平不満

が出る部分は差が出てくると思うんです。そういうことは想定をされてらっしゃるんですか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

  その差というのは，例えば格付けは４号俸上位への格付けを考えているんですが，この能力実証

の結果によって，その４が３になったり，２になったりする人が出てくるのではないかというお尋

ねですか。基本的には，この上がり方というのは，全て同一で考えていますので，この評価の結果

に多少差があったからといって，そこに差を設けるということは考えておりませんので，上がるほ

うにも差が生じるということは，ないといふうに考えています。 

○委員（阿多己清君） 

先ほど昇給をと申し上げましたけれども，１年目はそれ相当の格付けをされて，まんべんなく勤

務していただいて，さらに２年目に更新をするということになれば，その評価を，ここでいえば４

号給ですかね，４号給上げた格付けを１回だけはしますよと。そこを確認させていただけませんか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

今，１の１が出ましたので，その号俸で申しますと，仮にＡさんが１年目，１の１でスタートし

ますと。その職は来年も必要です。能力実証もできましたとなりますと，２年目の格付けは４号俸

上位の１の５になります。さらに２年目の勤務態度も良くて，職もあって能力実証もされますと。

３年目は１の９の格付けになるという意味で，上限２回，経験年数による考慮をしますよというこ

とです。ただし，４年目以降はもう変わらないということで考えているところです。 

○委員（久保史睦君） 

やはり，最初から声が出ていると思うんですけれど，こういう書類と給与の号数の体制というの

は，私はよく分からないんです。それを基に今日これだけ渡されたら，パッと見てそう感じるとこ

ろがあるんです。今後，こういう書類というのは，出た時点で早めに出していただくように要望し

ておきたいと思います。 

○委員（山田龍治君） 

口述書の２ページ，第１条の定数外とするが，緊急のときは定数条例の対象となるためという，

この緊急のときというのは，どういったものなんでしょうか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

新しい地方公務員法の第22条の第３項におきまして，常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に

おいて，緊急のとき又は臨時の職に関するときとございます。この場合の臨時の職と申しますのは，

常時勤務する者が病休になるなどといった場合に充てることも想定されるんですけれども，緊急の

場合には，例えば災害が起きて，どうしても職員が必要であるときとか，候補者名簿が現在ない場

合，採用する場がない場合に，緊急のときに採用する場合ということが挙げられているようです。 

○委員（新橋 実君） 

 先ほど，保育士のことを言われたわけですけれども，保育園も国分・隼人地区はほとんど民営化

されているわけです。その中で牧園・横川地区だけが，一部，民営化されないような状況の話があ

ったわけです。いろいろ見てみますと，先ほど，正職員の保育士の方が責任が一番あるようなこと

を言われていましたけれども，この民営化された保育園と，現在ある保育園とを比較して，民営化

されていない市の保育園が実際どれだけの実績があるのかですね。日々進化している気がしないわ

けです。これは，ここで言ってもどうかと思うんですが,職員としても，それなりに民営化された保

育園，幼稚園をしっかり勉強していただいて，それなりにいい保育園にしてもらわないと，大分差
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が出ているような感じがするわけです。そのための保育士ではないかと私は思うんですが。その辺

については，どう考えていらっしゃいますか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

官と民の比較ということで，たいへん難しい問題ではあろうかと思います。やはり，そういう声

が現場にも届いていることも考えられますので，しっかりと自覚して，職員として頑張っていかな

ければいけないということは感じます。私ども総務課としてできることと言いますと，職員の研修

を充実していくこととか，そういう保育の専門的なことの研修は，それぞれの現場で行われると思

いますので，やはり，その辺をこれまで同様に確実に実施していくということしか申し上げられな

いところであります。 

○委員（新橋 実君） 

やはり民営化がどんどん進んでいくと，職員の意識も大分下がっていくと思うんです。残ってい

る所もあるわけですから，職員もそういう意識を持っていただいて，そういう所には正職員も残る

わけですので，そこらは総務課のほうで力を入れていただいて，意識改革をしていただくように，

部長，どうですか。 

○総務部長（新町 貴君） 

今，課長のほうからもありましたように，民に学ぶべきところは学んで，職員のそれぞれの意識

もです。保育園に限らず，私たちのほうも，そういうことがありますので，研修や内部で上司から

の指導ができるようにしていきたいと思います。 

○副委員長（宮内 博君） 

先ほどの議論に戻りますけれど，フルタイムが７人，パートタイムで329人ということでした。実

際に，これまでフルタイムで働いていた職員，その方たちを財政的な理由を考慮してパートタイム

に変更するというような形で，今回，進められようとしていると懸念があるんですけれども，一つ

は勤務時間。先ほど課長のほうから７時間45分の勤務時間で，それより少しでも短い人は，パート

タイムということでの位置付けということがありましたので，そこのところ再度，確認させてもら

っていいですか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

これまでフルタイムで働いてきた方を，そういう勤務時間を短くすることでパートタイムにする

とか，そういったことは一切ございません。ただ，フルタイムで働いてこられた７人の方に，例え

ば定年を迎える方がおられた場合には，その段階で今度はパートタイムの会計年度任用職員という

ことになることはあります。 

○副委員長（宮内 博君） 

ということは，いわゆる月額で働いていらっしゃる方336人については，これまで全てフルタイム

働いてこなかったと。そういうことで総務部のほうでは把握しているということになるんですか。

今の課長の答弁では，その方たちはフルタイムで働いていらっしゃった方には含まれていないとお

っしゃっているので，そこを確認させてください。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

整理したいと思いますけれども，最初に答弁しましたように，現在の勤務時間でまいりますと，

フルタイムが７人，月額のパートタイムが329人ということでございます。したがいまして，１問目

で御質問がございました７人のフルタイムの方の勤務時間を短くすることで，パートタイムへ移行

させることはございませんということであります。ただし，この７人の中で，例えば，たまたま今

度の年度末で定年を迎える方がおられましたら，その方は329人のほうの分類のパートタイムに移行

しますということであります。 

○副委員長（宮内 博君） 

住民サービスをいかに継続して担保していくのかという点で考えたときに，どうなのかというこ

とがあるだろうと思うんです。正規職員で担うことが過重なために，臨時職員，非正規職員でその
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職を担ってきたという現実があると思うんです。それで，この業務は経験を必要とするものである

など，住民サービスを担う上で大変大事な部分があると思うんですけれども。その方たちの雇用が

いかに継続的にできるのかということも，非常に問われるということになっていくのではないかと

思うんです。先ほど強調された再任用の上限２回ということは，法律でそうなっているからという

ことでありますけれども，それが市独自で，例えば保育士等の雇用の継続については十分配慮して

いくとおっしゃっていますけれども。そういう形で継続できるのか，その辺はどうなんですか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

このフルタイムの７名につきまして補足説明いたします。この７名につきましては，合併したと

きに共済臨職ということで共済加入の臨時職員でございます。ですので，月額の329名と７名は身分

が少し違う７名でございます。この７名につきましてはフルタイムで，社会保険は共済組合に加入

しておりまして，退職手当の支給要件になっておりまして退職手当が出る職員でございます。この

方々は旧隼人町と旧牧園町に関平鉱泉所と隼人の給食センターにおりましたので，合併直後に経過

措置で現給保障をしているものでございます。ですので，この方々が60歳で退職を迎えますけれど

も，退職後は新たな共済臨職は採用せず，臨時職員で対応しているところでございます。 

○委員（下深迫孝二君） 

その７名の方が定年退職をされたときには移行をするよということなんだけれど，それは本人の

定年後も働きたいと言ったとき，ということで理解していいんでしょうか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

委員のおっしゃるとおりでございます。 

○副委員長（宮内 博君） 

私が言っているのは，正規職員の職を同じように担ってきた方たちの身分が，どういうふうに保

障されていくのかということで問うているわけです。実際に雇用の継続というのが，この会計年度

任用職員制度ができたことによって，できないということになってくると，これまで積み重ねてき

た様々な経験であるとか，ノウハウであるとか，そういうものが継続されないということになって

くるわけです。それで説明の中で，上限２回ということが強調されて，そのことが強調されること

によって，そういった心配も出てくる可能性があるということで申し上げているわけで，そこのと

ころをもう少し答弁してもらえませんか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

上限２回といいますのは，あくまでも経験年数に基づく，先ほど１の１，１の５，１の９という

ものを例示しましたけれども，その経験年数に基づく格付けが上限２回までというふうに私どもは

考えているところであります。これまで当然，行政のそれぞれの立場でいろいろ支えてきてくださ

った臨時職員の方々の身分につきましては，例えば全国的にはその職が仮に必要であっても，今度

はゼロベースで新たに公募しますよとか，あるいは，その職の必要性について大幅に削減の方向で

見直しをしていきますよという自治体もあるやに聴いております。その中で，私ども霧島市としま

しては，その職の必要性を吟味した上で，必要であるならば能力実証をして，その人を継続をして

いきます。しかも，回数に制限は設けませんということを現段階では決めているところであります

ので，今まで難儀をしてきてくださった方々の身分保障という点では，先ほど申し上げましたよう

に十分な配慮をさせてもらっているというふうに考えています。 

○副委員長（宮内 博君） 

ということは，今，課長がおっしゃったように当然，雇用の継続はする。回数の制限は行わない

という形で進めたいということで確認でしていいですね。それで，財政的な関係で総務部長にお聴

きしておきたいと思いますけれど，今後，どういうふうになっていくのかということですけれど，

人件費について一定の試算が示されてきた経過があります。2020年から制度が発足するということ

になるんですけれども，人件費の関係で2019年と2020年との比較で見てみますと，11億6,000万円の

増が見込まれているということが示されてきた経過があります。これは，今回の制度改正による増
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ということで認識してよろしいですか。 

○総務部長（新町 貴君） 

霧島市経営健全化計画を策定するに当たりまして，会計年度任用職員のことも見えておりました

ので，そういうことも含めて，人件費の想定はしておりました。 

○副委員長（宮内 博君） 

これまでは非正規職員で働いていらっしゃる方たちの賃金が物件費という形で計上されてきたん

だけれど，先ほどの課長の答弁では，賃金という項目は，これからなくなるという説明を受けたと

ころです。それがこういう形でも反映されているという理解でよろしいですか。 

○総務部長（新町 貴君） 

今，おっしゃったように，今度から物件費の賃金というものがなくなりますので，給料若しくは

報酬に切り替わっていきます。そういうことも大体見えており，変わるという情報は得ておりまし

たので，そういうことでしていたところです。 

○副委員長（宮内 博君） 

このことに関わって制度ができたんだけれども，それを担保する財政的な措置，裏付けについて，

どのような方向性が国から示されているんですか。 

○総務部長（新町 貴君） 

  一般質問やこれまでの議会の中での質疑答弁等もあったかと思いますけれども，国の財源措置に

つきましては，普通交付税の基準財政需要額に算入されるというような情報が，県の担当者を通じ

まして入っているところです。なお，現在は普通交付税の基準財政需要額の給与費には，今で言う

賃金等の部分というのは算入されていないところでなんですけれども，今後，会計年度任用職員に

ついても，そちらの給与費に算入していくというようなことで情報は入ってはきているところです。 

○委員（阿多己清君） 

第25条の関係で教えてください。今日頂いた資料の５ページでは，期末の部分の説明があります。

フルタイムについては，６月，12月ともに1.3月ということであるんですが，このパートタイムの方々

の期末手当，第25条関係，これについては，先ほど規則で詳細を定めるということを言われたよう

な気がするんですが，規則が固まっているんですか。支給率等が分かれば教えてください。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

５ページ中の支給額の期別支給割合，支給率のところですけれども，これが1.3，1.3で2.6という

ところなんですが，これにつきましては第25条のところで，給与条例の第17条の３までの規定を準

用することになっております。この中で，その2.6月という部分が条例で既に出てきているところで

すので，常勤と同じ2.6を支給するというふうになっております。 

○委員（阿多己清君） 

会計年度職員ですので，単年度，単年度でやっていかれると思うんですが，12月支給は問題ない

と思うんですけれども，６月は期間率があると思います。それで，毎年度，こういう現時点の支給

となるのかどうか，そこ辺りを教えてください。６月支給は４月からスタートでしょうから，期間

率があるのかと。減じた期間率。それで単年度，単年度で雇用をしていくような状況になりますの

で，ここらの割合はどうなっていくのか。２年目以降も同じなのか，教えてください。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

今，阿多委員がおっしゃったところは５ページでいきますと，先ほどの支給額の最後の，在職期

間別割合，いわゆる期間率になります。６月１日基準日でいきますと，その前６か月をみるところ

になりますけれども，おっしゃるとおり，会計年度ですので，６月１日ですと６か月前は12月２日

からになります。それにつきましては，条例第25条の第３項におきまして，引き続く前会計の任期

と合算するという規定がございますので，十分の十になるということです。 

○委員（阿多己清君） 

今回，新規条例になるわけなんですが，ここ辺りを設ける際に何かがモデルになって定められて
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いるのか。また，先ほど説明がありました，主な変更点の中で期末手当を支給するとか，今回の新

規条例の中に盛り込まれている内容が列記されておりますけれども，これは19市がほぼいっしょと

いうことで理解してよろしいでしょうか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

モデルにつきましては，当然，総務省からいろいろとマニュアルを含め送ってきておりましたの

で，それらを参考にしたところであります。また併せまして，鹿児島県のほうが先んじて条例を制

定しておりますので，そちらも参考に致しました。19市全体の状況につきましては，当然，国の制

度に乗るわけですので，準じているところではありますが，例えば期末手当の基本的な支給率につ

きましては，やはりそれぞれ差があるところもございます。 

○委員（阿多己清君） 

それぞれ期末手当の部分に差があるということなんですが，本市は他市に比べてどういう状況に

なるんですか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

本市は国が示しております標準的な，これが上限なんですが2.6月を適用しているところです。 

○委員（下深迫孝二君） 

本市は上限を設定するということで今お聴きしたわけですけれども，今までと違って，今度，市

の持ち出しはどのくらい多くなるのかという点については，試算をされていますか。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

今回の制度導入で，現在の平成31年度予算と比較しまして，いわゆる賃金ですが，毎月の分につ

きましては約3,200万円の増，期末手当支給に伴う増を約１億8,000万円，通勤手当支給に伴う増を

約1,800万円，合計約２億3,000万円の増を見込んでおります。 

○委員外議員（植山利博君） 

先ほどから臨時職の身分保障，継続的雇用というような視点で議論がなされておりますけれども，

本来，法の主旨からいけば，臨時職員というこれまでの位置付け，今後の新しい会計年度任用職と

いう位置付けも，単年度の若しくはこれまで６か月の雇用ということを規定していたわけで，継続

雇用，身分保障という観点は，法の理念からはちょっと違うのではないかという意識を持っている

んですけれど，その辺はどうなんですか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

私も先ほど身分保障という言葉を使いましたけれども，やはり法の趣旨からすると，その言葉は

不適切なのかもしれないと改めて今思ったところでございます。ただ，答弁の中で繰り返してまい

りましたように，臨時の職の必要性についてはきちんと確認します，ということを申し上げており

ますので，それも，会計年度という言葉を使ったこの制度の趣旨であるというふうに理解している

ところであります。その臨時の職が本当に必要かどうかということは，これまでも事務量ヒアリン

グ等を通じて確認してきましたし，そのことは今度の法改正におきましても続けていくということ

で考えているところであります。また，先ほどは例で申し上げましたけれども，この職が必要とな

りますと，その職については公募が原則ですということを総務省は示しているところであります。

ただし，地域の実情に応じて，そこについてはそれぞれの自治体の判断で，というようなことも書

いてありますので，先ほどから申し上げておりますように，私どもと致しましては能力の実証を経

て再度の任用はあり得るということを考えているところです。 

○委員外議員（植山利博君） 

今言われたように，再度の雇用はあり得ると。あくまでもそういうことだろうというふうに思い

ます。ですから，原理原則から言えば公募して平等に人選すると。しかも，市民に広く開かれた雇

用の機会が得られるということも更に重要なことだろうと思いますので，継続的な雇用という観点

よりも，公募をし，平等に臨職を採用すると。そして雇用の場を広く設けるという法本来の趣旨は，

ぜひしっかりと霧島市としても堅持していただきたいと求めておきたいと思います。 
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○委員（山田龍治君） 

今，植山委員のお話の中でありましたが，最長で何年ぐらい働いている方がいらっしゃるんです

か。 

○総務課長（本村成明君） 

今，確定的な資料が手元にありませんけれども，30年近くになるような方も中にはおられるので

はないかと考えています。 

○委員（山田龍治君） 

逆に最短ではどのくらいなんでしょう。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

特に繁忙期に限っての採用等もありますので，短い方は１年にも満たない方もおられます。 

○委員外議員（宮田竜二君） 

今度の改定によって，霧島市の場合，給与面で3,200万円，期末手当が１億8,000万円，通勤手当

が1,800万円，合計したところを単純に今の臨時職員695名で割ってみると30万円ぐらい１人当たり

の年収がアップするようなイメージを持ってしまったんですが，そういう理解でよろしいでしょう

か。 

○総務課主幹（石神幸裕君） 

標準的な事務補佐員の日額で，年収の導入後の額は約26万円の年収増になると見込んでおります。 

○委員外議員（宮田竜二君） 

臨時職員の方というかパートタイマーの方が26万円給与がアップするということはいいことだと

思うんですけれども，今の年収が130万円とか150万円とかありますよね。社会保障とか所得税，住

民税の関係があるんですけれども，それでいくと，26万円アップすることによって，社会保障とか

国民年金に変わらないといけないとか，そういうところが出てくるパートタイマーの方もいらっし

ゃるのか教えてください。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

いわゆる扶養の範囲ということでございますけれども，当然，この年収のアップによってそうい

う方々も考えられます。ですので，私どもとしましては，そこ辺りについても十分に，これは市長，

副市長含めて，こういうケースもありますということで検討もしました。ただ，だからといって，

例えばその方々の期末手当の支給について希望制にするとか，そういうことはできません。あと考

えられることとしますと，今，主幹のほうから日額の例を申し上げましたが，職場の状況に応じま

すけれども，その方の勤務日自体を調整をしていただいて，どうしても御本人の家庭の事情があれ

ばそれぞれに応じて職場の所属長と相談をしながら勤務調整をしていただくと。そういうことしか

手立てがないという結論に落ち着いたところです。 

○副委員長（宮内 博君） 

今のこととも関連してくることになるんですけれど，働いても豊かになれないというワーキング

プアという言葉が一時はやった時期もありました。同時に，公的機関の現場でそれが増えていると

いう指摘も繰り返されてきたわけです。それで，今回の改定によって20数万円の引上げがあるとい

うことになるわけですけれど，実際，今回の改定が新たなワーキングプアを生み出すようなそうい

うことにはならないのかということについては，作業をしていく中でどのような議論がなされたん

でしょうか。 

○総務部参事兼総務課長（本村成明君） 

官製ワーキングプアとかそういう言葉は，私たちも目にした耳にしたりしているところではあり

ます。ただ，今回，国が示しております給料又は報酬の水準を定める際の考え方ですけれども，一

つには，職務給の原則ということを申しております。職務給の原則とは，職員の給与はその職務と

責任に応ずるものでなければならないと。またもう一つには，均衡の原則ということで，地方公務

員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事
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情を考慮して定めなければならない。この二つの原則に基づいて，その地域の実情等十分留意して

決めなさいということが示されておりましたので，それに基づいて決めたつもりでございます。 

○委員長（松元 深君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，これで執行部に対する質疑を終わります。ここでしばらく休憩いたします。 

「休 憩  午前１０時３１分」 

「再 開  午前１０時４４分」 

 

△ 議案第55号 霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

○委員長（松元 深君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に，議案第55号，霧島市営体育施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について審査を行います。執行部の説明を求めます。 

○市民環境部長（橋口洋平君） 

議案第55号，霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げ

ます。今回の議案は，国分体育館内に新たに冷暖房設備を設置することに伴い，その使用料を定め

るため，本条例の一部を改正しようとするものです。詳細につきましては，スポーツ・文化振興課

長が御説明申し上げますので，よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

それでは，議案第55号，霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説

明いたします。令和元年度第３回霧島市議会定例会議案の９ページ及び新旧対照表の14ページをご

覧ください。本議案は，国分体育館に冷暖房設備を設置することに伴い，その使用料を定めようと

するものです。今回設置した冷暖房設備は，１階のアリーナ部分は，壁面に設置したパネルに冷水

又は温水を循環させる輻射式冷暖房設備，２階の観客席部分は床置形のパッケージエアコンです。

それぞれ２系統あり，全面使用及び半面使用ができます。使用料は１階の全面使用が１時間につき

1,500円，半面使用が１時間につき750円，２階は全面使用が１時間につき900円，半面使用が450円

としており，全面使用したときに掛かる電力料金を基に積算しております。以上で説明を終わりま

す。よろしく御審査賜わりますようお願い申し上げます。 

○委員長（松元 深君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これより執行部に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○委員（下深迫孝二君） 

  ９ページに使用料１時間1,500円ということになっていますけれど，これはコインを入れるように

なっているのか，それとも目視で時間を管理されているのかお伺いします。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

使用につきましては，例えばバレーボールであれば２時間と，使用申請に基づきまして利用いた

しますので，その際に冷房を使いますかという意思確認をしまして，２時間という設定をあらかじ

め決めて，入れることになると思います。 

○委員（下深迫孝二君） 

  例えば２時間を15分越えた場合は，２時間でされるということでよろしいでしょか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

そこについて，まだ細かいところをルール付けができておりませんけれども，基本的には体育館

の使用料と同じような考え方でいくというふうに考えております。 

○委員（山田龍治君） 
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牧園アリーナについて，金額の根拠というのはどういったものなんでしょうか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  牧園アリーナにつきましては，今回の条例改正には入っておりません。ただ，現在の条例を改正

する際に条文を繰り下げるため，牧園アリーナの空調の条文の前に国分体育館の空調の条文を持っ

てくる関係で，牧園アリーナの使用料は表記されているところでございます。 

○委員（山田龍治君） 

よく地域の牧園アリーナの施設使用者から，クーラーを使うと相当な金額が掛かるということで，

部屋の広さもありますけれど，国分の体育館の金額と比較するとあまりにも乖離しているいうこと

もあります。機械の内容で，電気料などの内容が違うものになるだろうというのは思うのですけれ

ども。国分がこういう料金設定でするのであれば，牧園のほうも併せてもっと市民の皆さんが大き

な大会も含めて利用しやすい環境づくりをするべきではないかと思いますけれど，その辺はどうお

考えですか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

今委員が御指摘のとおり，牧園アリーナつきましては非常に料金が高いというふうに思われるわ

けですけれども，そもそも牧園アリーナの場合は冷風や温風を天井にあるという送風口から対流式

で吹き出す旧式で，今までの他の体育館にもあるような方式でございまして，牧園アリーナの利用

金額が特別高いというわけではなくて，同じような方式の施設につきましては大体の同じような料

金になっております。しかしながら，今回の国分体育館の空調の関係で非常に国分体育館の方が利

用しやすくなると。牧園アリーナの使用料につきましても，今後見直しを検討してまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○委員（川窪幸治君） 

 確認させてください。１時間ということは，人数は関係なくということですか。武道館などは人

数によって料金をはらうのですけれど，そうではなく１時間に何人入っても同じということでいい

んでしょうか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  そのとおりでございます。 

○委員（川窪幸治君） 

そうなったときに，前面と半面というのは機械を半分ずつ動かすことになるのでしょうか。半分

冷やせば全面冷えるような気がするのですけれど。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

お手元に国分体育館暖房設備使用料に関する資料をお配りしているかと思います。まず今回の輻

射式の基本的な概要ですけれども，今回の設備につきましては風が全く出ません。パネルの中に夏

であれば冷たい水を循環させて，その水が熱い空気を吸い取る形になります。それで冷やしていく

ということで，通常の体育館にある対流式ですと，風が吹いてきますので，半分だけ冷やすという

ことがなかなか実際できませんけれども，今回の場合は風がまったく吹かない関係で，パネル近く

の室温が徐々に下がっていくというような形になりますので，全面あるいは半面という利用が可能

ということになります。 

○委員（川窪幸治君） 

  半面，全面の機械を使った場合の効果はどのようになりますか。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

熊本県宇土市がこのシステムを導入しております。宇土市の体育館は，面積が1,680㎡，国分体育

館が2,057㎡ですが，この宇土市の計測結果がございます。これを見ますと，外気温度が35.1度の時

に，室内は一番低い所で25.9度。中央辺りは27.1度ということで，８度ぐらい外の気温と違ってい

るという結果が出ております。 

○委員（下深迫孝二君） 
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  体育館には何も仕切りがないわけですから，半分は半分で，そこしか冷えないということだが，

仕切りが無ければ，暖かい空気は冷たいほう当然流れていくわけですから，片一方の人たちが冷房

は要らないといっても恩恵を受けているわけです。半面というのはおかしい気はするが，完全に実

証されているのですか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

半分の所の境界にいらっしゃる方は微妙なところがあるかとは思いますけれども，半面の真ん中

辺りにいきますと，冷暖房の効果を得られるというふうに思います。既に県内でも鹿児島市，指宿

市，日置市で導入されておりまして，実証されているというふうに考えております。 

○委員（下深迫孝二君） 

 理解できないのだけれど，暖かい空気は冷えたほうに流れ込んで行く。これは自然の摂理だと私

は思います。もう少しわかりやすい決め方をされないと。半面750円，全面だと1,500円ということ

ですけれども。半面だけ１組なら良いが，一方は冷暖房が要らない，半面だけ入れるとなると，当

然払っているほうは不平不満が出るのではないかと思うが，この状況でいかれるということで理解

していいですか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  空調設備の関係につきましては，先進自治体での既に実施されておりまして，大きな苦情に至っ

ていないということからしますと，先ほど申し上げましたとおり，半面と半面の境界の所は確かに

そういう部分があるかもしれませんけれども，実際の運用に関しては十分冷えるということで，空

調を入れていない所は，冷房効果を得られないとうふうに聴いているところでございます。 

○委員（新橋 実君） 

確認ですけれども，体育館全体を使った場合は，2,400円ということで理解してよいですか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  はい，そのとおりでございます。 

○委員（新橋 実君） 

  様々な大会があるが，免除申請はここに書いていないが，どのような形で考えているのか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  空調施設の軽減につきましては，市が主催若しくは共済する場合だけ減免適用でございまして，

市が後援とかその他の場合は減免はないということでございます。これにつきましては，既に牧園

アリーナで条例に基づき運用しておりますけれども，牧園アリーナも同じように主催，共催のみで，

後援以下は，使用料を頂いているということでございます。 

○委員（阿多己清君） 

時間当たり1,500円ということで，他市に比べて安い状況なのですが，1,500円の根拠をお示しで

きれば教えてください。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

  昨年12月の予算委員会でも議員の皆様方からいろいろと意見を頂いております。こちらのほうで

も想定した稼働日数，稼働時間等を基に時間当たりの基本料金を算出しております。従量料金につ

いては一定の価格を設定しておりまして，基本料金に従量料金を加えて算出しているところです。

また，この金額設定につきましては，せっかく良い装置をつけるものですから，市民の方々に利用

しやすい料金設定としているところです。 

○委員（新橋 実君） 

夏場の暑い時期はまだ冷房を使われる方もいると思います。冬場は特に卒業式とかいろんな形で

使われることもあると思いますけれども，この体育館の年間利用頻度はどれぐらいを予想されてい

るのか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  国分体育館の空調の利用見込みについては，実際のところ分らない部分もあるのですけれど，実
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際の国分体育館の利用状況につきましては，平成30年度実績で313日会館いたしまして，年間利用者

が７万6,537人です。月平均6,300人ほどです。年間の利用団体の1,930組，月平均161組ということ

で，非常にたくさんの市民の皆様に利用していただいておりますので，今回空調が入りますと比較

的安い料金設定にしておりますので，せっかく整備された設備をたくさんの市民の方々に使ってい

ただけるものというふうに考えているところでございます。 

○委員（新橋 実君） 

  それだけの方が使うとなれば，使用料も多くなると思いますが，使用料はどのぐらい入ると想定

されていますか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  体育館の収入につきましては，指定管理者のほうに入っていくことになりますので，市の歳入に

入ってこないわけですけれども，空調の主な利用時期，一番多いのがやはり夏場の時期ということ

で，これから冬に向かって参りますので冬時期につきましては利用が余りないものというふうに考

えますけれども，来年度の予算編成に向けどのぐらいの利用が見込めるのか，今後検討していきた

いというふうに考えております。 

○委員（新橋 実君） 

  普通冷暖房については，コイン式が多いわけです。照明についてもですが，やはりそのほうが確

実であると思うのですけれど。職員の判断でやはり時間がずれると思うのです。やはりコイン式に

したほうがよいと思うのですが，そのようにしようと思わなかったのですか，それともできなかっ

たのですか。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

指定管理者が常駐しているということで，コイン式は考えておりませんでした。必ずそこに職員

がいるということで，コイン式としておりません。 

○委員（新橋 実君） 

  もちろんいらっしゃるわけですけれども，やはり10分，15分の時間のロスがあると思うのですよ。

今後，指定管理者がしっかり対応できれば良いが，しっかり対応して行くのか。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

  そちらについては，今後，指定管理者に徹底するよう指導いたします。 

○委員（下深迫孝二君） 

  平山地区のコミュニティ広場に30分単位のコイン式のライトが設置されているが，１時間10分の

使用であれば，その分のコインを入れないといけない。そのように，幾らか早く終わったときには

利益にもつながるわけです。指定管理者は，電気代のほうが多くなると他の分で払わないといけな

くなる。指定管理者に任せておいて，指定管理者が赤字を出していくようなことでは，困るわけで

すが，再検討する考えはないですか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

学校等の校庭にナイター設備がありますけれども，それはコイン式もありますけれども，今回の

空調設備に関しましては，ボタンを一つ押すだけではなく，機械操作が必要かというふうに思いま

すので，それは指定管理者が確実に操作していただいて，使用時間をしっかりと運用していただく

よう伝えていきたいと考えています。 

○委員（阿多己清君） 

  申請による時間設定の中で，夜間照明施設もあり，冷暖房もあるわけすが，当然申請時間を超え

たら割増しを取るということで理解してよろしいですよね。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

当然，時間延長ということで料金は取る方向で考えております。 

○委員（阿多己清君） 

申請時間を超えた場合は，しっかりと指定管理者のほうで超えた時間の料金をもらうということ
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で理解してよろしいですよね。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

そのとおりでございます。 

○委員（前島広紀君） 

  今時間のことがすごく問題になっていますが，これはつけ始めたらその効果が出るもんなのです

か。効果が出るまでにどのぐらい時間が掛かるのか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  先進自治体に確認しましたところ，大体15分程度で効果が出てくるというふうに聴いています。 

○委員（川窪幸治君） 

  稼動するまでに15分掛かる。８時から使いたいときには７時45分から入っているのか。それとも

８時から15分間は効かないままで使用するのか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  基本的には使用申請時間でいきますので，８時から使う場合には８時からスイッチを入れてスタ

ートするということが基本だろうというふうに考えています。 

○委員（川窪幸治君） 

私たちも県の武道館を良く使いますが，エアコンが効かないということがよく言われます。その

辺のところははっきり使用される方々にお伝えしてからでないと，そういう問題も起きてくるので

はないかと思いますので，お願いしておきます。 

○委員外議員（木野田誠君） 

  先ほどから時間の話が出ております。この使用料は１時間当たりということになっておりますけ

れども，延長の話もありました。例えば10分単位などの料金設定はされていないのか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  体育館の使用料につきましては，すべて１時間単位にしておりますので，便宜上時間を合わせた

ほうがよいと思いますので，１時間単位で運用してまいりたいというふうに考えています。 

○委員外議員（木野田誠君） 

  例えば20分なり30オーバーしたという場合も，１時間のプラス分として払うようなことになりま

すか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  条例に，延長１時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を加算するというふうになって

おりますので，延長した場合にはその額を頂くことになります。 

○委員外議員（木野田誠君） 

  例えば８時から始まる時に，７時45分にスイッチを入れるのかという議論がありましたけれど，

まずこの表を見ますと国分体育館は使用料が1,500円とほかの所に比べて安いのですけれど。もしで

きるのであれば，競技が始まる15分前には，人がスイッチを入れるわけですから，1,500円から幾ら

かアップしてそういうサービスを設けるようなことはあってもよいのではないかなというふうに思

います。それは意見として。これは税込みの使用料でしょうか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  はい，そのとおりでございます。 

○委員外議員（木野田誠君） 

  ９月８日に牧園アリーナの話が出まして，牧園アリーナで霧島地区のバレーボール大会がありま

した。そこで毎年地区のバレーボール大会があるわけですけれども，これは体育部の事業ですから

市の共催になると思いますが，そこで冷房設備を使ってのバレーボール大会というのは今年が初め

てでした。今までは暑い中でやっていたのですが。その際，冷房代として，寄付をと頼まれました

が，丁寧にお断りしました。これは共催事業として冷房は減免になると思うのですが，それで間違

いないですか。 
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○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

各地区のスポーツ祭という位置付けの中で，霧島地区でバレーボール大会が開催されたというふ

うに考えておりますけれども，各地区で行いますスポーツ祭につきましては，各地区で実行委員会

を組織しておりまして，実行委員会主催で開催しているところでございます。これにつきまして，

市が共催になっているかどうか即答できませんので，また後ほど回答させていただきたいと思いま

す。 

○委員外議員（木野田誠君） 

  主催，共催を明確に示していく必要があると思いますので，後でいいですけれども，はっきりと

示していただきたいと思います。 

○委員（久保史睦君） 

  空調を設置して使用料を設定する際に，例えば福祉目的に使用するとか，障害をお持ちの方が利

用するときに，減免など何かしらの検討がされたか，されなかったか，どちらかだけ教えてくださ

い。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則第８条の使用料の減免というところで，

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく１級から４級までの身体障害者手帳の交付を受

けている者が，その身分を証する書面を提示して使用するとき及びその付添者１人が使用するとき，

この別表に定める使用料の２分の１を減額するということとなっておりますが，これは，冷暖房施

設の使用に係る部分を除くとなっていますので，この件に関しては検討していないところです。 

○委員（久保史睦君） 

  設置する段階で合理的配慮の部分から考えたのか，考えてなかったのかという部分だけ聴かせて

ください。 

○スポーツ・文化振興課長（浮邉文弘君） 

条例で定めてあることから，今委員の言われることに関しましては考えていなかったところです。 

○委員外議員（木野田誠君） 

  体育協会に入っているスポーツ団体は，共催にならなるのか，ならないのか。後でいいので，答

弁をお願いしたい。[○○ページに答弁あり] 

○委員長（松元 深君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，これで執行部に対する質疑を終わります。ここでしばらく休憩いたします。 

「休 憩  午前１１時１５分」 

「再 開  午前１１時２０分」 

 

   △ 所管事務調査 新たな過疎対策法の制定に関する議会意見書の提出について 

 

○委員長（松元 深君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に，所管事務調査に関する執行部説明及び質疑に入ります。

今回の所管事務調査は，本年６月27日付けで，鹿児島県過疎地域自立促進協議会から「新たな過疎

対策法の制定に関する議会意見書の提出について」依頼があったことから，調査するものです。新

たな過疎対策法の制定について，執行部の説明を求めます。 

○企画部長（有馬博明君） 

本市では，旧横川町，旧牧園町，旧福山町が過疎地域の指定を受け，霧島市過疎地域自立促進計

画に基づく事業等を進めておりますが，現行の過疎地域自立促進特別措置法は時限立法のため，令

和３年３月で失効することから，県内関係市町村で協議会をつくり，その延長等に向け取り組んで
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いる，そのうちの一つが今回の意見書です。詳細につきましては，地域政策課長が御説明いたしま

すので，よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○企画部参事兼地域政策課長（出口竜也君） 

それでは，お手元の過疎法の資料をもとに，御説明いたします。我が国では，昭和30年代以降の

高度経済成長に伴い，農山漁村地域から都市地域に向けて若者を中心として大きな人口変動が起こ

り，都市地域においては人口の集中による過密問題が発生する一方，農山村漁村地域では住民の減

少により地域社会の基礎的生活条件の確保にも支障をきたすような，いわゆる過疎問題が発生しま

した。これに対処するため，昭和45年に議員立法により10年間の時限立法として過疎地域対策緊急

措置法が制定され，その後も，過疎地域の振興のために四次にわたって議員立法として制定され，

時代に対応した過疎対策が行われてきました。平成12年４月に制定された現行の過疎地域自立促進

特別措置法が，当初の終期である平成21年度末を迎える際は，霧島市議会でも延長の意見書が議決

され，６年間の法延長がなされました。さらに平成23年３月に発生した東日本大震災により，被災

市町村において過疎対策事業の大幅な遅れが生じることが予想されたことから，５年間の法延長が

なされ，令和２年度までとなりました。資料の中段には，県内市町村の過疎地域指定状況を掲載し

ております。過疎地域指定には，人口要件，主に人口減少率でございますが，財政力要件があり，

35市町村が指定を受けています。また，本市と同じように旧市町村の一部が過疎地域に指定されて

いる所が６市あります。これらにつきましては，市全体では過疎地域指定の要件を満たしていませ

んが，合併直前に過疎地域に指定されていた旧町村は過疎地域とみなす特例措置によるもので，本

市では旧横川町，旧牧園町，旧福山町が指定されています。なお，本県の場合，２市以外は過疎市

町村であることから，新たな過疎対策法の制定に向けて，県と関係市町村で組織する鹿児島県過疎

地域自立促進協議会を通じて一体的な取組を進めようとしているところです。 

○委員長（松元 深君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これより執行部に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○副委員長（宮内 博君） 

今回は過疎法の継続を求める意見書を再提出してもらいたいという事案ですが，令和２年度末で

期限が切れるというものです。これまで本市で一部過疎地域ということで指定されて取り組んでき

た事業で主にどういうものがあるのか。それらの事業費がどういう状況になってきたのか。それが

廃止された場合どういう状況になるのかという点について，分析されている部分があれば御紹介い

ただきたい。 

○企画部参事兼地域政策課長（出口竜也君） 

先ほどの表にもありますとおり，合併後２回延長を経ております。平成12年度に制定され，平成

22年度に延長，平成28年度に延長ということがありました。それぞれに応じまして，合併後平成17

年度から３回にわたって霧島市過疎地域自立促進計画を連動して立てております。その中で，市と

しては３期目の計画を続けているところでございます。現在の第３期の霧島市過疎地域自立促進計

画が平成28年度の延長の際に策定しておりますが，そのときに掲載した事業は160事業でありまして，

横川地区が33件，牧園地区が37件，福山地区が35件その他全体にわたるものが55件ということで，

策定当時の計画書に掲載している総事業費は，参考でございますが184億円余りの総体事業の計画で

ございました。個別の事業につきましては，現在160事業掲載しておりますので，ジャンルとしまし

ては九つの分類をしております。一つ目が産業の振興。二つ目が交通通信体系の整備，情報化地域

間交流など。三つ目が生活環境の整備。四つ目が高齢者等の保健福祉等。五つ目が医療の確保。六

つ目が教育の振興。七つ目が地域文化の振興。八つ目が集落の整備。九つ目がその他ということで

掲載し，順次致しているところでございますが，年度別の総体事業費については，集計を致してお

りません。 

○企画部長（有馬博明君） 
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という計画の基に，御質問は実績であろうかと思いますので，財政課長が御説明いたします。 

○総務部参事兼財政課長（小倉正実君） 

実績につきましては，今までの部分ではございますけれども，主に市道等の道路の改良，整備の

関係。それから商工関係の施設整備費の関係。防災無線の関係等を主に行っているところでござい

ます。様々な事業をしていることから，事業費についてはまとめていないところでございます。 

○副委員長（宮内 博君） 

ぜひ，どれくらいの事業効果があるのか。もしこれが廃止になった場合に本市として当然それに

替わる措置をとっていかなければならないということになるわけですので，それがどういう結果を

招くのか。その辺のことについては，ぜひ報告ができるようにしていただきたい。これは要請して

おきたい。過疎法の適用を受けている横川，牧園，福山というに地域は人口流失が非常に大きいと

いうことで，過疎化に歯止めがかからないという状況が進んでいます。先ほど課長から報告があっ

たのは，今後の事業計画にどういうものを持っていくのかということであったわけですが，その中

で特徴的にどういった施策を重点的に取り組んでいくというようなことがあれば，部長に答弁をお

願いしたい。 

○企画部長（有馬博明君） 

先ほど地域政策課長が現過疎計画に基づく様々な事業等申し上げましたが，この過疎計画の中で

は過疎対策の事業債，いわゆる起債を受け得られるというのが大きなメリットでございます。充当

率は100％で，後年度の交付税措置が70％ということで，かなり有益な起債でございます。しかし今

ちょうど合併特例債もあったり，同じような補助事業等もあったりします。その事業が当然過疎計

画に挙がっているということが，まず過疎債を使える第一条件です。しかし実際に運用する時には

他の有益な事業債も当然検討しながら，市の財政負担が一番少ない形をとるわけであります。宮内

副委員長からの御質問がございましたけれども，合併当初，この三つの町の枠が５億円とか６億円

とかあったわけなんですが，現在は霧島市で２億円程度まで枠が減少してきております。これは市

の取り組む事業が少ないというのではなくて，そもそも国から鹿児島県に来る過疎の枠そのものが

減少しているというのも現実でございます。そういったところも含めて先ほど申しましたのは，鹿

児島県の２市を除いたほかのところで，現在この過疎地域の協議会を作っております。これは全国

の組織もございまして，全国の過疎協議会のほうから，今年６月に令和３年３月末で切れる過疎法

の在り方についての要望を，すべての国会議員に提出させていただいております。その中でも特に

霧島市にとって大きな課題は，今申し上げた三つの旧町が，新しい国調，それからそれにさかのぼ

る前回の国調を比較したときに，霧島市でもし計算された場合，当然霧島市としては過疎地域から

外れるということになります。前回特別な計らいをしていただいたこの三つの町については，継続

して今後とも過疎事業を受けられるようにお願いするというのが，霧島市の最大の要望のポイント

でございます。したがいまして，この意見書の依頼は，県内各議長様宛てに協議会のほうから出し

ておりますけれども，前回，平成12年[発言の最後に訂正発言あり]のときに議決いただきました意

見書の最後のほうに，霧島市のそういった特別事情を織り込んだ意見書を書いていただいておりま

すので，今回このような形で，意見書を御審議いただいて，あとは委員長なり議長のほうに御一任

いただければ，事務局と細かい文言についての調整はしたいというふうに考えております。新たな

過疎法においても，市町村の廃置分合等があった場合の特例を引き続きしてほしいと，このことが

一番のポイントであるというふうに思っております。要望しております令和３年度からの新過疎法

の中で，先ほど申しましたように特に市道でありますとか，そういう基盤整備も含めて，様々な有

益な他の起債，補助事業も検討しながら，また過疎計画に基づきながら，適切な事業運営ができる

ことを期待しているところでございます。先ほど前回の意見書を平成12年と申しましたが，正しく

は，平成20年10月２日に議会で意見書を議決いただきまして，内閣総理大臣以下４名の関係大臣に

出していただいております。 

○委員外議員（木野田誠君） 
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今の部長の説明で令和３年度以降の部分について要望を出していくと。その要望の中には，現在

の３町を含めて要望してくということでありました。現実を申しますと，あとの中山間地域，例え

ば旧霧島町は過疎地であったわけですけれども，この段階で過疎地ではなくなったということで，

非常に事業の進展がないというようなことがあります。大分年数もたっておりますけれど，国分隼

人を除いた中山間地域の見直しができるのであれば，見直しをして，この旧３町にプラス何町かも

入れて要望するというような形ができないものかお伺いします 

○企画部長（有馬博明君） 

お気持ちは十分に分ります。ただ，今全国も含めて鹿児島県内でも一番議論になっているのは，

先ほど申し上げましたように，平成の大合併後十数年が経っておりますので，これを新市で比較さ

れてしまうと，旧３町ですら外れてしまうと。これを死守するというのが全国の大きな議論でござ

います。旧霧島町も含めてということですが，旧霧島町も対象になっていた時期もあったのですが，

平成16年度には国調の結果，人口減少率が少ないという判断の中で外れていますので，そこのとこ

ろを新たに追加するということは，現実的に協議会も含めて，自治体の議論の中では厳しいのかな

と。ただ一方では辺地等の事業等もございますので，先ほど申しましたように，他の事業も含めて，

様々な事業等は当然検討していかなければならないというふうに認識しております。ただ前回の平

成20年に霧島市議会で出された意見書のそういった部分を読ませていただきますと，「なお現行の過

疎地域の指定要件を緩和することを前提に」という表現も使われておりますので，今回この表現な

のか，先ほども言いましたけれども市町村の廃置分合となった場合の特例を引き続きというような

具体的なことも含めて，若干その辺りの言い回しは各議会のほうで御自由に中身の検討をして，議

員の皆様方の思いをお届けいただければというふうに判断しているところです。 

○企画部参事兼地域政策課長（出口竜也君） 

参考までに御紹介いたします。昭和45年に法律ができまして，それと同時に横川地域，福山地域

溝辺地域が指定されております。牧園地域につきましては，平成２年４月からです。霧島地域につ

きましては平成２年４月から指定されたのですけれども，平成12年度３月末で対象外となりました。

ただ経過措置がございまして，平成16年度まで過疎の適用を受けていたという状況でございます。

溝辺地域につきましては，昭和55年３月末で対象から外れております。 

○委員外議員（木野田誠君） 

有馬部長の答弁の中で，意見書の言い回しを議会のほうで御自由に考えてくださいということが

ありましたけれども，これは例えば議会で言い回しを考えて要望した場合，有馬部長はある程度の

望み，可能性があっての答弁なのか，そこ辺りをはっきりさせてください。 

○企画部長（有馬博明君） 

３町以外のところは今の人口形態で外れたわけですので，現実的には困難であるというふうに事

務方としては考えているところでございます。 

○委員長（松元 深君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

○委員長（松元 深君） 

ないようですので，これで執行部に対する質疑を終わります。ここで，上小園スポーツ・文化振

興課主幹から発言の申出がありましたので，これを許可します。 

○スポーツ・文化振興課主幹（上小園拓也君） 

  先ほど国分体育館の空調の関係の質疑の際に，木野田議員から９月８日，霧島地区のバレーボー

ル大会においての空調の使用の関係だったのですけれども，これにつきましては先ほど申し上げま

したとおり，実行委員会の主催ということで，市の共催という形ではなっておりませんでした。そ

れからこの大会につきましては，各地区の体育部長さん方で実際にバレーボール大会を始める前に，

会議がされておりまして，その中で空調を入れましょうということを協議して，負担金については
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各地区自治公民館がお金を出し合って，空調を入れて利用しましょうということで，事前に合意が

できていたということでございました。それからもう一つの御質問のスポーツ協会の各競技団体の

大会でございますけれども，これにつきましては，市のほうに後援申請があるものもございますけ

れども，ないものもあるということでございます。それから競技団体の大会で，市の共催という形

はございませんでしたので，御報告いたします。 

○委員長（松元 深君） 

しばらく休憩いたします。 

「休 憩  午前１１時４５分」 

「再 開  午後 １時００分」 

○委員長（松元 深君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。所管事務調査の新たな過疎対策法の制定に関する議会意見書

の提出については，各議案の議案処理後に行いたいと思います。 

 

   △ 自由討議 

 

○委員長（松元 深君） 

  次に，自由討議に入ります。本日の会次第順に進めます。まず，議案第64号，財産の取得につい

て御意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。次に議案第54号，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について，意見はありませんか。 

○委員（阿多己清君） 

議案第54号，議案第62号も絡む問題なのですけれども，これまで地方自治法や地方公務員法に臨

時職員の根拠規定がなく，議会の中でも議論になったところであります。今回地方公務員法，地方

自治法の一部改正によりまして，これらが明確になったこと。それを受けて今回の２議案の条例改

正及び新規条例の制定ということになろうかと思います。臨時職員の任用，任用制度を明確化され

ていること，給与体系をしっかりと見直しされていること，これについてはいいことであるという

ことを申し上げたいと思います。 

○委員長（松元 深君） 

  ほかにありませんか。 

 ［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。次に議案第62号，霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の制定について，意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。次に議案第55号，霧島市営体育施設の設置及び管理に関する

条例の一部改正について，意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，自由討議を終わります。これより議案処理に入ります。議案番号順に行いま

す。 

 

   △ 議案第54号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について 

 

○委員長（松元 深君） 

まず，議案第54号，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
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整備に関する条例の制定について，討論に入ります。討論はありませんか。 

［「あり」と言う声あり］ 

  まず，原案に反対する方の発言を許可します。 

○副委員長（宮内 博君） 

今回，議案第54号，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例，同時に議案第62号には会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例，こ

の２件が提案されているところです。今回の条例改正は，国の法律を受けて実施されるというもの

であるわけですけれども，会計年度任用職員制度の導入を柱とする地方公務員法及び地方自治法の

改正を受けて提出されているところです。議論でもありましたように，霧島市では本年４月１日現

在，月額賃金の労働条件で働く非正規職員が336人，日額賃金234人，時間給賃金125人の合計695人

の非正規職員が公務を担い，市民サービスを担って働いていただいているところであります。この

ような状況の中で行われた今回の会計年度任用職員制度は，臨時，非常勤の正規化や正規職員化に

よる職員定数などの根本的改善策が示されない中で行われていることは，議論の中でも明らかにな

ったところであります。国によります三位一体改革，あるいは集中改革プランによりまして，この

間，霧島市でも正規職員の定数が減らされる一方，臨時非常勤の職員が増え続けている現状にあり

ます。市民生活に身近な公務を担う恒常的な業務は，本来であるなら職員定数の枠を広げて常勤の

職員にすべきでありますが，これがなされない中で，この制度が実施されようとしていること，こ

れが第一の反対の理由であります。第二の反対の理由は，会計年度任用職員制度は，会計年度ごと

の任用と雇い止めを自治体の判断で進めることを可能にしており，合法的な人員の調整弁となる可

能性をこの面では否定できないということを指摘しておかなければなりません。第三の理由は，自

治体における常勤と非常勤の職員の格差は大きく，公務の現場で働いても豊かになれない，ワーキ

ングプアの製造現場となり，日本全体の格差拡大を進める結果になってきたことはこれまでも明ら

かになっているところであります。今回の制度改定はそれらの改善策が示されない中で進められよ

うとしていることを指摘するものであります。以上の理由から，本条例の改正については反対であ

ることを申し上げて討論とします。 

○委員長（松元 深君） 

しばらく休憩します。 

「休 憩  午後 １時０６分」 

「再 開  午後 １時０７分」 

○委員長（松元 深君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。先ほど議案第54号の討論と申し上げましたが，併せて議案62

号霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてまで含めての討論と致

します。次に，原案に賛成する方の発言を許可しますがないでしょうか。 

○委員（阿多己清君） 

先ほども自由討議の中で申し上げましたけれども，これまで臨時職員の任用や処遇面については

根拠法令が無かったことで，問題とされてきました。これが平成29年度に地方公務員法及び地方自

治法の一部改正が行われまして，根拠となる部分が整備されたわけでございます。それに基づく条

例制定であります。今回の条例制定によりまして，臨時職員の任用上の課題，それから給与等を含

めた処遇上などの課題となっていた多くの部分が解決できるのではないかと思っているところです。

また本市の会計年度任用職員の場合，給与，処遇面なども県下18市に比べて比較的良い条件の中で

充実させようとしているところです。質疑の中で，制度導入に伴う所要額が約２億3,000万円という

報告を頂きました。今後もこれがずっと続いていくわけでありまして，将来にわたって臨時職員等，

今回から会計年度任用職員となりますけれども，フルタイム，パートタイム，それぞれの職員の方々

への処遇という面ではい良い結果になっていくと期待しているところです。いずれに致しましても，

市役所における臨時，非常勤職員の位置づけ，任用制度，給与制度等を明確化し，現状では多くな
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ってきつつある臨時職員の方々の働きやすい環境を整備していると思っております。したがって，

この２件については可決すべきであると申し上げて討論を終わります。 

○委員長（松元 深君） 

  他にありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

○委員長（松元 深君） 

  ないようですので，討論を終わります。採決します。 

  まず，議案第54号について，原案のとおり賛成の方の起立を求めます。 

 ［賛成者起立］ 

起立者６名，賛成多数と認めます。したがって議案第54号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 

△ 議案第62号 霧島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 

○委員長（松元 深君） 

次に，議案第62号について，原案のとおり賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

起立者６名，賛成多数と認めます。したがって議案第62号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 

△ 議案第55号 霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

○委員長（松元 深君） 

次に，議案第55号，霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について討論に入

ります。討論はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

討論なしと認めます。採決します。議案第55号について原案のとおり可決すべきものと決定する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

異議なしと認めます。したがって議案第55号については，全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 

△ 議案第64号 財産の取得について 

 

○委員長（松元 深君） 

次に第64号，財産の取得について討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

討論なしと認めます。採決します。議案第64号について原案のとおり可決すべきものと決定する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

異議なしと認めます。したがって議案第64号については，全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。以上で議案４件の議案処理を終わります。 

 

△ 委員長報告に付け加える点 

 



28 

 

○委員長（松元 深君） 

  次に，委員長報告に何か付け加える点はありませんか。ある場合は，議案番号とその内容を御発

言ください。 

［「委員長に一任」と言う声あり］ 

  それでは，報告については委員長に御一任いただけますでしょうか。 

［「はい」と言う声あり］ 

  それでは，そのようにさせていただきます。 

 

△ 所管事務調査について 

 

○委員長（松元 深君） 

所管事務調査の新たな過疎対策法の制定に関する議会意見書について，議提として提出するか，

継続とするかお諮りしたいと思います。 

○委員（阿多己清君） 

  先ほど来，いろいろ執行当局から説明いただきましたけれども，市当局自体も必要な意見書だと

いうことを認識いたしました。この委員会で意見書を提出するべきだと思います。中身については

また後で議論させてください。 

○委員長（松元 深君） 

  それでは，新たな過疎対策法の制定に関する議会意見書について議提として提出することに御異

議ありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

  それでは，意見書は議提として提出することに決定しました。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 １時１３分」 

「再 開  午後 １時２３分」 

○委員長（松元 深君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。意見書については，休憩中にすり合わせた内容で提出したい

と思いますがよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

○委員長（松元 深君） 

  それでは，そのように致します。意見書の内容については，副委員長とも協議をしながらまとめ

たいと思います。字句や言い回しなどの調整については，委員長に御一任願いたいと思いますが，

よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

○委員長（松元 深君） 

  それでは，そのように致します。提出先については，内閣総理大臣，総務大臣，財務大臣，農林

水産大臣，国土交通大臣あてとなっておりますが，意見書案のとおりでよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

○委員長（松元 深君） 

それでは，そのようにいたします。また，本会議での趣旨説明は，委員長が致したいと思います

が，よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

○委員長（松元 深君） 

それでは，そのようにいたします。先日の議会運営委員会の協議結果にありましたとおり，今回

付託を受けた議案４件については，10月７日開会の本会議での表決となっており，その日に委員長

報告を行います。また，意見書に係る議提については，議長に対し，最終本会議での議提の申し出
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を行いますので，御承知おきください。これで付託された案件の審査及び所管事務調査を終了いた

します。 

   

△ 閉会中の所管事務調査について 

 

○委員長（松元 深君） 

次に，閉会中の所管事務調査について協議いたします。具体的な調査項目等について御意見があ

りますでしょうか。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 １時４０分」 

「再 開  午後 １時４１分」 

○委員長（松元 深君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。調査項目につきましては，「総務環境常任員会所管事務に関す

る調査」ということで，報告してよろしいですか。 

［「はい」と言う声あり］ 

それでは，そのようにさせていただきます。 

 

   △ その他 

 

○委員長（松元 深君） 

次に，委員会全般に係るその他として，委員の皆様から何かございませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

以上で，本日の総務環境常任委員会を閉会します。 

「閉 会  午後 １時４３分」 

 

 

以上，本委員会の概要と相違ないことを認め，ここに署名する。 

 

委員長   松 元  深   

 


